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調査研究ノート（査読付） 

無線通信の国際規律を巡る対立構造 

菅田 洋一1 

要 旨 

携帯電話や WiFi、衛星通信に代表される無線通信は、既に現代社会の社会経済活動に欠

かせない存在となっているが、電波を使用する特殊性から、有線の通信と比べて各国・事

業者に課される制約は多い。世界各国が国際拘束力を有す規律を遵守することではじめて、

混信のない、適正で安定的な電波の利用が維持できる。こうした無線通信の国際規律は「無

線通信規則（RR：Radio Regulations）」に集約されているが、第 5 世代移動通信システム

（5G）など新たな無線通信システムの導入等に際して改訂される。 

この改訂は、3～4 年毎に開催される世界無線通信会議（WRC）で決定されるが、各国政

府、通信事業者、製造業者等は、自国あるいは自社に有利な技術や運用ルール、又は、既

存システムを十分保護できる基準等を含む規律の制定を目指す。近年の 5G 等の無線通信

技術の開発競争は、欧米・日本主導から韓国、中国等の新興国主導へとシフトしつつある。

WRC での審議は、こうした無線通信分野の目覚ましい技術発展や無線局種・局数の増大に

伴う周波数資源のひっ迫、加えて、これら技術要素以外の各国等の思惑が絡まって複雑化

し、利害関係のある地域・国・関係者間の対立はますます厳しくなっている。 

本稿では、RR の改訂過程で生じる地上業務 vs 宇宙業務の代表的な対立構造として、「新

規・従来システム間の対立構造」、「近接国間の対立構造」、「地域グループ間の対立構造」

を取り上げ、これらの具体的な事例を分析し、国際規律の合意に当たっての考え方やその

改善の状況等について明らかにするとともに、この結果を踏まえた今後の課題や方向性を

探る。 

 

キーワード：無線通信規則（RR）、世界無線通信会議（WRC）、周波数共用検討、対立構

造、地域グループ 

 

１．はじめに 

過去 20 年来、周波数オークションや２次取引を代表とする市場メカニズムを用いた周波

数割当てが各国で議論され、一部の国で既に導入が進んでいる。一方、無線通信は、一旦電

波が発射されると使用目的以外の場所にまで到達し、そこで使用されている電波と混信し、

使用できなくなる恐れがある。このため、電波の使用に際しては、国際電気通信連合（ITU：

International Telecommunication Union）が定める無線通信規則（RR：Radio Regulations）

に従わなければならない。RR は拘束力を有する国際規律であり、周波数の国際分配や電波

の発射制限値、無線局の運用・調整ルールなど技術標準（デジュリ標準）を含む規則である。

新たな無線通信システムの導入等に際して、3～4 年毎に 3 千人規模で開催される世界無線
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通信会議（WRC: World Radiocommunication Conference）で改訂される。今日まで、船舶

や航空機の無線通信、放送や衛星通信、最近では、高高度プラットフォーム局（HAPS: High 

Altitude Platform Stations）や第 5 世代移動通信システム（5G）に至る様々な無線通信シ

ステムが取り扱われてきた。すなわち、このような新たなシステム導入に当たっては、周波

数オークション等を含む様々な各国制度（国内割当て）の前段階で、電波の物理的な特性等

を踏まえた国際分配等が決定されている。このような国際規律はどのような仕組みで決定

され、また、発展途上国を含めた世界各国、機関、企業等のステークホルダーがどのような

意図をもって参画しているか明らかにすることは、今後の各国の国際周波数政策の立案や

周波数オークション等の国内割当ての進め方の参考とすることができ、有意義であると考

えられる。本稿では、近年の WRC の議論で表面化した代表的な対立構造のうち、いくつか

のケースについて取り上げ、それぞれの議論や対立の背景等について述べる。そして、国際

規律の合意に当たっての考え方や方法が改善されつつある状況等について考察しながら、

これらの対立構造に共通的な課題及び今後の方向性について言及する。 

 

２．無線通信規則の概要 

２．１．無線通信業務の種類 

無線通信規則（RR）に規定される業務は地上業務と宇宙業務に大別され、それぞれに様々

な業務が定義されている。その主な業務を示すと次の表 1 の通りである。 

 

表 1 RR に規定される主な業務 

地上業務 固定業務 移動業務 放送業務 
無線標定

業務 

無線航行

業務 
気象業務 

電波天文

業務 

ｱﾏﾁｭｱ 

業務 

宇宙業務 
固定衛星

業務 

移動衛星

業務 

放送衛星

業務 

無線標定

衛星業務 

無線航行

衛星業務 

気象衛星

業務 

地球探査

衛星業務 

ｱﾏﾁｭｱ 

衛星業務 

 

２．２．RR と周波数分配表 

RR では、電波の伝搬特性や混信発生の可能性を考慮し、世界を 3 つの地域（第一地域 

欧州・アフリカ、第二地域 北米・南米、第三地域 アジア・オセアニア）に分割して、周

波数帯毎に使用できる上記業務の種別を示す国際分配表を管理している。これらの業務は、

一次業務と二次業務（二次業務は、一次業務に有害な混信を与えてはならず、一次業務から

の有害な混信に対して保護を要求できない。分配表には、一次業務は大文字、二次業務は小

文字で表示される）に区別して記述されている。 

この周波数分配表には、同じ周波数帯の中にいくつかの業務が共存して使用できるよう

に複数の業務が記載されており、その共存（共用）の基準・条件等が脚注や別表、独立した

決議等で定められている。 
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図 1 RR の国際分配表と 3地域の境界2 

 
（出典）総務省電波利用ホームページから作成 

 

３．RR 改訂の流れと地域会合の発展 

ITU では、会議運営・承認の基本的な手続きとして、それぞれ等しい権利を有す加盟国3

の出席者間の議論を通じ、コンセンサスにより承認する方法を採る。このため、加盟国間で

利害が大きく対立する議題では承認に至るまで長時間を要す場合もあるが、最終的には関

係者が歩み寄り、妥協点を見い出すことで、既存の無線通信システムの保護と新規システム

の導入が、それぞれに過度な制約が課されることなく存立する共用を実現している。 

ITU で発言権のある加盟国の主管庁は、自らが認める通信事業者や製造業者、関係機関・

団体等の国内利害関係者を代表団の一員として参画させながら、ITU 無線通信部門（ITU-

R）の作業部会（WP: Working Party）や WRC 開催前の準備会合（CPM: Conference 

Preparatory Meeting）等4で寄与文書を提出するなどして、自国が提案するシステムや技

術、運用ルール等の規則化を図る。逆に、他国が計画し、提案する新たなシステムの導入に

より自国の既存システムが悪影響を受けることがないよう、同様に寄与文書を提出し、これ

を保護できるよう対抗する。このため、技術的に共用が容易ではないシステム同士の共存を

検討する議題においては、新たなシステムを導入する側と既存システムの保護を主張する

側とでしばしば対立する。 

近年各国は WRC での規則改訂に向け、6 つの地域グループ（第一地域：欧州、アラブ、

アフリカ、旧ソ連、第二地域：米州、第三地域：アジア・太平洋）に分かれて共同提案を策

定することで．地域を通じた事前調整や自国利害の最大化を図っている5。各地域グループ

                                                  
2 The ITU、“Regionally harmonized bands”、 https://www.itu.int/en/ITU-
R/information/Pages/emergency-bands.aspx (accessed、December、2019). 
3 国際電気通信連合条約では、「連合の会議、総会及び会合の一般規則」の「投票権」にお

いて、「構成国によって正当に委任された代表団は、会議、総会又は他のすべての会合に

おいて、一の票を投ずる権利を有する」とある。 
4 総務省、“電波利用ホームページ ITU-R”、 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/inter/itu-r/index.htm (accessed、December、2019). 
5 各国は、各地域標準化グループ内で自国の提案が受け入れられず、共同提案とならなか
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ではそれぞれ WRC の会期中、5～10 回程度の WRC 準備会合を開催している。（図 2） 

各地域グループでは、その WRC 会期で検討する議題のそれぞれについて専門家を割り

当て、グループ内での議題のとりまとめを行う（従来は DG（Drafting Group）の議長であ

り、近年では、以下のコーディネーターも兼務することが多い）。また、他の地域グループ

に地域代表（「コーディネーター」）を出席させ、自らの地域の見解や提案を周知する。この

際、出席する他の地域グループ内の検討状況やステークホルダーの勢力等について情報収

集を行い、自らのグループに戻って状況報告を行う。場合によっては、水面下での情報交換

や調整を行うことも可能である。すなわち、各地域グループのコーディネーターは、地域内

の意見の実質的な取りまとめ役（各地域の DG 議長）であるとともに、他地域のコーディネ

ーターとの調整機能も有している。但し、コーディネーターは一般に、他のグループや国と、

その時点での自地域の見解や提案を逸脱して独自に取り決め等を交わすことはできず、自

らの地域に戻り、了解を得る必要がある。 

従来は、欧米主要国や日本を含む欧州（CEPT6）、米州（CITEL7）、アジア・太平洋（APT8）

の 3 地域グループが RR の改訂を主導してきたが、近年は、旧ソ連（RCC9）、アフリカ

（ATU10）、アラブ（ASMG11）の地域グループが積極的に WRC へ共同提案を提出するた

め、相対としてこれらの地域の発言力が高まっている。 [1] 

 

図 2 WRC 会期の流れと地域グループの発展 

  

 

（出典）総務省電波利用ホームページから作成 

 

４．RR 改訂で必要な周波数共用検討 

WRC の議題は、基本的に前会期の WRC で予め決議されている。この決議に従い新たな

                                                  
った場合であっても、当該提案を WRC に直接提出することができる。 
6 CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administration ) ：
欧州郵便・電気通信主管庁会議 
7 CITEL (The Inter-American Telecommunication Commission) ：米大陸諸国間電気通

信委員会 
8 APT (Asia Pacific Telecommunity) ：アジア・太平洋電気通信共同体 
9 RCC (Regional Commonwealth in the field of Communications) ：(旧ソビエト連邦構

成国による）合同通信地域連邦 
10 ATU (African Telecommunications Union)：アフリカ電気通信連合 
11 ASMG (Arab Spectrum Management Group)： アラブ周波数管理グループ 
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会期では、各議題が割り振られた WP 等で技術検討を開始する。WRC 開催の半年前までに

CPMが開催され、ここでWP等の技術検討結果を踏まえ、規則改定案及び方法論（Method）

を検討し、WRC 本番で参照する（議論の土台となる）CPM レポートを完成させる。 

WRC の議題には、周波数分配表に対象となる無線通信システムの使用周波数及び業務名

を新規追加／拡張するもの（周波数の追加分配）や、既に二次業務として分配表に記載のあ

る業務を一次業務に格上げするもの（二次業務の一次格上げ）、電波発射時の電力制限値の

規制強化／緩和、衛星調整手続きの厳格化／簡素化など多岐にわたる。このうち WRC で取

り扱われることの多い周波数の追加分配では、使用する周波数帯及びその隣接周波数帯で

既に運用されている既存システムと共存（共用）が可能かどうか、周波数の共用検討が必須

となる。そして、この共用検討の結果を上述のように WP 等に提出し、共用可能か否か、ま

た、その共用に必要な技術は何か等について議論し、勧告やレポートとして取りまとめ、共

用可能性を技術的に立証する。 

なお、使用する周波数帯「インバンド」以外に、その隣接周波数帯「アウトバンド」での

共用検討を行うのは、新たに導入するシステムがインバンドで使用する電波からアウトバ

ンドで不要に漏れ出る電波（不要輻射）によりアウトバンドの既存システムに混信を与えな

いことを明確にするためである。図 3 左図のように、従前と異なる方式の衛星システムを

導入する場合、隣接帯で既に運用されている地上システムや衛星システムに不要輻射によ

る混信を与える（与干渉）可能性について検討する必要がある（図 3 左図の干渉ケース①、

④、⑤、⑧）。 

また、外国が新たなシステムを導入する場合には、自国の同一帯域あるいはその隣接帯域

で運用している既存業務が混信を受ける（被干渉）可能性について技術検討を行い、共存困

難と考えれば WP 等に寄与文書を提出し、共存できない旨をレポート等に反映する必要が

ある。（図 3 右図）。 

 

図 3 新たなシステム導入による干渉シナリオ 

 

 

５．国際規則の策定で生じる対立構造 

WRC では毎会期 30 前後の議題が審議される。当該会期の議題設定にも拠るが、いくつ

かの議題では、与干渉（新しいシステムの導入）側と被干渉（既存システムの保護）側とで

厳しい対立に至る場合がある。共用検討の組み合わせは、大枠としては、地上業務 vs 地上

業務、宇宙業務 vs 宇宙業務、地上業務 vs 宇宙業務となるが、近年厳しい対立に発展する議
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題の多くは地上業務 vs 宇宙業務の構図である。これは、地上業務と宇宙業務の技術専門性

が元々相違することによる相互理解の醸成、5G のような地上通信技術の飛躍的発展や固定

衛星業務の移動利用など宇宙通信技術の高度化による周波数ひっ迫（周波数ニーズの拡大）

等が背景にあると考えられる。しかし、WRC では、世界の地域・国、機関、企業等の思惑

が動く会議であり、このような背景以外の要因によっても問題解決が難しくなっている。 

本章では、無線通信の国際規律の策定に当たり、議題解決を難しくしている地上業務 vs

宇宙業務の対立構造について考察する。こうした対立にはどのような背景や課題があるの

か、代表的な対立構造を具体的に分析しながら明らかにしていく。 

まず、近年の地上業務 vs 宇宙業務の代表的な対立構造として、①新たな無線通信システ

ムの参入と被干渉側となる従来システムとの「新規・従来システム間の対立構造」を挙げる。

次に、②地理的に近接する複数国間で地上システムと宇宙システムを導入する「近接国間の

対立構造」、さらに、③近年の地域会合の成長により互いに譲れない状態に陥る「地域グル

ープ間の対立構造」を取り上げる。 

そして、これらの対立構造の題材として、それぞれ、①HAPS システムの新規参入と既存

の固定衛星業務の保護（WRC-2000）、②音声衛星放送の導入と第 3 世代移動通信システム

（3G）の保護（WRC-03）、③5G の導入と隣接する地球探査衛星の保護（WRC-19）での議

論を取り上げる。 

 

５．１．新規・従来システム間の対立構造 

WRC-2000 の議題 1.5 では、高度 20km 上空に停留して通信の用に供する HAPS システ

ムの導入が検討された。HAPS は成層圏に停留して通信を行うため宇宙業務ではなく地上

業務に分類される。日本及び APT は、移動及び固定業務用に適した周波数帯として

31GHz(↑)/28GHz(↓)を第３地域の関心国に追加分配する提案を行った。APT 提案は、事

前の APT 準備会合で日本が主導して共同提案化を図ったものである。 

 

図 4 HAPS システムへの新規分配 

 
（出典）ITU-R RECOMMENDATION  ITU-R  F.1569 

 
この日本提案に関連し、HAPS システムの導入推進の立場をとったのは、中国を除く APT

加盟国であり、中でも豪州との協力関係を築いた。これに対し、既存の固定衛星業務等の保
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護の立場をとったのが、欧州（特に、英国、仏国）、米州（特に、米国、加国）であった。 

27.5-28.5GHz 帯は従来から固定衛星業務のアップリンク（地上にある衛星地球局から衛

星方向の回線）に使用されていたため、この帯域を HAPS のダウンリンク（成層圏にある

HAPS から HAPS 地上局方向の回線）としてそれぞれ反対方向に使用するリバースバンド

ワーキングにより共用検討が行われた。この結果、成層圏の HAPS から衛星への干渉の影

響は少ないが、衛星地球局から HAPS 地上局への干渉を回避するため両局間に一定の離隔

が必要となる。HAPS システムの新規参入による共用によって、既に小型の衛星地球局を

高密度に展開している固定衛星業務の事業者は、将来の衛星地球局の置局や運用に制約が

かかるとして、従来から固定衛星業務を運用する米国、カナダ、仏国などが強く反対した。

特に米国は強い反対を示し、検討帯域を 27.5-28.35GHz に縮小する要求をしたため、日本

は APT 共同提案署名国の同意を得て譲歩した。 

 31.0-31.3GHz 帯は、アウトバンドで地球探査衛星の受動センサー12が運用されており、

不要輻射による干渉の可能性があるとして仏国、中国、ロシア、WMO が反対した。議論の

結果、受動センサーを保護するための規定を追加するとともに、WRC-03 までは下半分の

31.0-31.15GHz のみを使用することで合意した。 

最終的には、日本を含む 12 カ国において、31.0-31.3GHz (↑)と 27.5-28.35GHz(↓)で

HAPS の使用が認められた。ただし、他の固定業務等に有害な干渉を与えず、保護を求めな

い条件とし、引き続き ITU-R で追加分配を検討することとされた13。 [2] 

HAPS の新規参入に対し、既に衛星を運用している欧米主要国から強い反対を受けたの

は、技術検討が十分でないという主張だけでなく、HAPS の新規参入により、既に運用して

いる衛星システムの将来の置局等に制約がかかるとの懸念からであり、日本は 150MHz 幅

を当初提案から失った。一方で、この譲歩により、HAPS の当該帯域での新規参入が可能と

なったとも言える。 

 

５．２．近接国間の対立構造 

WRC-03 の議題 1.34 では、移動体向けの音楽や準動画を放送する非静止衛星（NGO）に

よる音声衛星放送に追加分配（2630-2655MHz）するため、前会議で仮設定された暫定的な

調整閾値（他国との国際調整が必要となるトリガー値。以下で、「暫定閾値」と呼ぶ）の見

直しと規則手続きの制定が検討された。 

韓国は、本帯域で静止衛星（GSO）による音声衛星放送を実現するため、日本の一企業と

連携し、暫定閾値の緩和を提案していた。その後日本は、NGO（準天頂衛星）による音声

衛星放送の実現のため、本帯域を避けた 2.3GHz 帯での追加分配並びに暫定閾値の緩和及

                                                  
12 地表面から自然に放射される微弱な電波を観測する感度の高い衛星搭載用センサー。こ

れに対し、能動センサーとは、搭載された衛星から自ら電波を発射し、地表面で反射され

る電波をとらえて観測するもの。 
13 その後、WRC-03 では、ロシア、韓国等 8 カ国が加わり、第一地域及び第三地域で計

20 カ国に分配された。WRC-07 で 27.9-28.2GHz(↓)の追加分配が確定し、第二地域でも使

用可能となった。WRC-15 では、HAPS 用ゲートウェイ回線への周波数として 6GHz 帯が

豪州等 4 か国に分配された。直近の WRC-19 では、WRC-23 の新議題として、HAPS の

航空用周波数及び IMT 用の追加周波数の分配の検討が設定された。 
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び 2.3GHz 帯への適用を豪州と連携して提案した。当時準天頂衛星は、日本上空の天頂付近

で滞留時間が長く、ビル陰等の影響を受けにくい移動体向け高仰角サービスとして、測位機

能以外にも放送機能等を併せ持つシステムとして検討されていた。 

一方、本議題では、被干渉側となる地上業務、特に 3G の保護が問題となり、中国や欧州

は、3G の保護のため暫定閾値を更に厳しくした上で、衛星からの電波発射を国際調整に依

らず一律に厳しく規制するハードリミットにすべきと主張し、韓国の緩和提案に反対した。

日本が提案した 2.3GHz 帯は、既に国内で独自のワイヤレスブロードバンドに割当てる政

策決定をした韓国が、中国や欧州とともに、議題設定のない 2.3GHz 帯で追加分配を狙う日

本提案に反発した。この時韓国は、ワイヤレスブロードバンドの技術仕様が固まっていない

ことを理由に、日本の準天頂衛星システムとの共用のための技術検討に応じることなくブ

ロックした。 

本議題は WRC-03 で最も困難な議題の一つと言われ、当初、日中韓及び欧州諸国の攻防

が続いた。会議後半からは、地理的に離れ、低仰角による衛星電波の到来を抑制する調整

閾値に妥協点が見いだされたため、欧州諸国は議論から離脱し、日中韓の政策の違いに起

因する隣接 3 カ国間の調整に収斂された。しかし、会議終盤に入っても解決案が見出せな

かったため、WRC 議長14の仲裁による日中韓調停会合が開催された。この結果、日本提案

の 2.3GHz 帯ではなく、本議題で隣接する 2605-2630MHz 帯を追加分配する例外措置を

議長が全体会合で提案するという議長提案で妥結した。この提案を議長が用意した背景に

は、2.3GHz 帯で移動体向け音声衛星放送の運用を日本に認め、影響の大きい隣接国（韓

国及び中国）の同意を得ることは事実上困難であったこと、一方で、本議題の対象周波数

帯（2630-2655MHz）に隣接する帯域は電波の性質等からこれまでの技術検討の結果が適

用できるとの推定があったこと、加えて、準天頂衛星による音声衛星放送という新たなシ

ステムの新規参入を促し、WRC を成功裏に終わらせたいとの議長の特別の配慮があった

ことが推測される。 

最終的には、2630-2655MHz 帯の GSO 音声衛星放送の調整閾値を暫定閾値より厳しい

値で確定した。また、日本と韓国に限り 2605-2630MHz 帯の使用が暫定閾値より厳しい一

定条件下で認められた。 [3] 

  

                                                  
14 WRC-03 議長はカナダの Rawat 氏 



無線通信の国際規律を巡る対立構造 

  
 

Ⅲ－29 
 

図 5 WRC-03 で追加分配された NGO 音声衛星放送の帯域 

        

 

（出典）総務省資料 

 
 本議題では、同一帯域、近接国間で地上システムと宇宙システムを導入する際の干渉問

題が表面化するとともに、隣接国が政策決定あるいは国内割当を公表した後での調整の難

しさが浮き彫りになった。世界的にも第三地域、とりわけ日中韓は、歴史的・政策的な背

景がある中、RR で認められる範疇で、地域グループでの調整もなく各国が独自の国内割

当を進めてきており、今後も新たなシステムを導入する際は、地上システムと宇宙システ

ム間で難しい調整が発生する恐れがあると言える。 

 
５．３．地域グループ間の対立構造 

WRC-19 の議題 1.13 では、IMT-2020（いわゆる 5G）用周波数の追加分配が検討され

た。5G は IoT 時代の ICT 基盤として、4Ｇを発展させた「超高速」に加え、「多数接

続」、「超低遅延」といった新たな機能を有す。15  

WRC-15 では、5G 用周波数の追加分配に向け、WRC-19 の新議題で検討対象とする候

補帯域について議論が行われた。日本から提案した候補帯域と最終的に WRC-19 の検討対

象として合意された候補帯域は次のとおりである。16 [4] 

  

                                                  
15 超高速：現在より 100 倍速いブロードバンドサービスを提供（最大 10GBps）、多数同

時接続：身の回りのあらゆる機器がネットに接続（100 万台/km2）、超低遅延：リアルタ

イムに遠隔地のロボット等を操作・制御可能（1msec 程度） 
16 日本提案の 6-20GHz 帯は既存業務との共存が難しく、ミリ波帯で十分必要帯域を確保

できると欧州、旧ソ連、アラブ地域が反対したため外れた。日本、韓国及び米国が推した

27.5-29.5GHz 帯は既に全世界的な衛星利用が進展していると欧州、旧ソ連地域等が反対

したため外れた。欧州等は本帯域を同じく WRC-19 の新議題「移動する地球局(ESIM)」
の候補帯域としていたため、5G 用としてはこの隣接の 24.25-27.5GHz 帯を提案した。な

お、RR 上移動通信システムは、WRC で世界的に協調された周波数として特定されなくと

も国内問題として当該国内での事業展開は可能である。 

IMT-2000 追加バンド 

2535 

2690[MHz] 

2605 

 

 

WRC-03以前からの分配 

WRC-03で合意した分配 
* 日本及び韓国のみ使用可能。 

移動衛星↑ 

2630 
2655 

2500 

移動衛星↓ 
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図 6 WRC-19 の新議題として合意した 5G 候補帯域 

 
（出典）総務省資料 

 

上記候補帯域の中から WRC-19 で 5G 用周波数を特定するため、WRC-19 会期の ITU-R

での技術検討では、候補帯域における共用検討に先立って、5G の技術仕様とともに 24.25-

86GHz における周波数需要（＝必要な帯域幅）の算出も進められた。この算出は、既存シ

ステムとの共用の必要性を示すばかりでなく、必要な帯域幅の目安が分かることで、不必要

な共用検討の回避など効率性の向上も期待できる。 [5]       

以下では、議題 1.13 の候補帯域のうち、WRC-19 で最も解決が困難な課題の一つと言わ

れた 24.25-27.5 GHz 帯を取り上げ、その中で最も問題となった、5G の新規参入と隣接帯

（23.6-24 GHz）で運用中の地球探査衛星（受動センサー）の保護のための共用検討につい

て述べる。 

受動センサーは、本候補帯域のアウトバンドで使用されているが、電波の発射を禁止され

た帯域で運用されており、陸域水蒸気量や海面水温の観測等に使用され、衛星から電波を発

射して反射波を受信するのではなく、地球側から自然に放射される微弱な電波を受信する

非常に感度のよいセンサーである。地上で多数の 5G 基地局が設置された場合、発射される

帯域外の不要輻射の総和がどれ程の電力になり、この受動センサーに影響を与えるかが焦

点となった。しかし、共用検討に使用された 5G 基地局や受動センサーの参照モデルだけで

は様々な運用形態（例えば、5G の基地局密度、仰角運用等）が仮定できたこと、また、5G

基地局装置の開発結果及び実運用中の受動センサーの実力レベルが非開示であったことか

ら、5G 導入を優先する国と既存の受動センサーの保護を優先する国とで共用検討の結果が

乖離した。このため、ITU-R の検討結果をまとめた CPM レポートにおいても、APT の WRC

準備会合で作成された共同提案においても受動センサーの保護条件を特定するには至らな

かった。 

WRC-19 では、5G 導入を優先する CITEL（米州）、ASMG（アラブ）、ATU（アフリカ）、

韓国等と、受動センサーの保護を優先する CEPT（欧州）、RCC（旧ソ連）、中国との乖離が

埋まらず、デッドロック状態に陥った。日本は、移動通信事業者と受動センサーを運用する

JAXA の意見が反映されたためこれらの中間的な立場となり、不要輻射の制限値を一位に

決めず、幅値で提案した。 
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図 7 各地域・国の提案する不要輻射制限値（5G 基地局） 

 
 

このような硬直状況が 1 か月の会議終了日の直前まで続いた。最終的には、WRC 議長17

が仲裁する地域グループ代表者会合で双方の利用実態や装置の実力レベルを踏まえた全体

妥協案「世界分配パッケージ」18が作成され、決着した。その中で、不要輻射制限値は当初

-33 dBW/200MHz に設定し、2027 年 9 月 1 日以降に-39dBW/200MHz を適用するとされ

た。 [6] 

本議題では、IMT 導入を優先する地域と既存業務の保護を優先する地域とで勢力が二分

され、地域グループ間の対立が会期終了直前まで続いた。地域グループは、本来、WRC へ

の準備のため、予め各地域で調整／合意した提案を WRC に行い、円滑な RR 改訂を目指す

ものである。そのため、各地域のコーディネーターは、自地域の意見を取りまとめ、他地域

と調整を行うことができる。しかし、一旦地域グループで決定した共同提案であるため、リ

アルタイムで進む会議での交渉に地域のコーディネーター（あるいは、そのコーディネータ

ーが属する国）の判断だけで容易に妥協できないという側面が逆に表面化したものと考え

ることができる。 

さらに、一地域／国が妥協しても他が折れないから自分も降りない、あるいは、移動通信

システムは WRC で世界的に周波数特定がされなくても国内問題として最低限の事業展開

はできるといった心理も影響し、問題解決を難しくしていると考えられる。実際に、米国は、

24GHz 帯を既に周波数オークションにより自国の事業者に独自の使用許可を与えていたた

め、米国は妥協が困難な状況に陥っていた。19 

APT においては、WRC 開催前の準備会合の時点から同様の事態に陥っており、グローバ

ルな対立関係を内包する地域と言うこともできる。 

  

                                                  
17 WRC-19 議長はエジプトの Badawi 氏 
18 上記以外の主な項目：適用される 5G 帯域（24.25-27.5 GHz）、5G 屋外基地局のポイン

ティング精度は通常水平以下に制限、5G の運用は既存・将来とも受動センサーを保護、

各国は受動センサー保護のためガードバンド等の追加措置を各国は検討、技術・運用特性

の定期的見直し等（下線は努力規定） 
19 総務省、“世界情報通信事情「5G」”、https://www.soumu.go.jp/g-
ict/item/ltedevelopment/index.html (accessed, June, 2020) 
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６．国際規律の合意に当たっての考え方の改善状況等に関する考察 

 前章では、無線通信の国際規律の策定過程において、WRC での 3 つの代表的な対立構造

を取り上げた。2000 年代前半には、①新規・従来システム間の対立構造を基本とし、②隣

接国間の対立が問題となり、2010 年代後半には、③地域グループ間の対立が表面化した。

本章では、これらの対立構造が国際規律の合意の考え方にどのような変化をもたらしたか

を考察するとともに、課題や問題点を整理して今後の望ましい方向性を探る。 

 

６．１．コンセンサス方式の進化 

第 3 章でも述べたように、ITU では旧来から、各加盟国等のステークホルダーが集まり、

極力、投票20に依らず、反対意見の表明のない「コンセンサス」により承認する方式を採る。

このコンセンサス方式は、解決の難しい技術的課題においても会議出席者が歩み寄ること

により妥協点を見い出し、この結果として策定される RR を各国等ステークホルダーが遵

守するメリットがあるが、利害対立の大きい議題では、加盟国間の合意に至るまで長時間を

要す場合もある。以下では、この旧来からの伝統的なコンセンサス方式を、個々の加盟国等

からなる集合体としての承認方式として「慣習によるコンセンサス方式」と呼ぶこととする。 

2010 年代になると、全ての加盟国の合意の取り付けに時間を要すデメリットを改善し、

WRC で円滑な RR 改訂等を目指すため、各地域グループでは、それぞれ自らの地域に関わ

る課題の解決法をそれぞれのグループ内で予め調整／承認するメカニズムを発展させた。

この結果、2010 年代の WRC では、各地域グループが代表して地域の共同提案を説明し、

地域間での合意を図るコンセンサス方式（「地域グループによるコンセンサス方式」）が定着

した。一方で、前章の WRC-19 のケースにあるように、地域グループによるコンセンサス

方式は、地域間の対立によるデッドロックを引き起こす弊害も現れ始めている。 

また、地域グループによるコンセンサス方式では、グローバル企業の優位な関与も懸念さ

れている。 [1] 欧米主要国や中国、韓国等のグローバル企業は、他の発展途上国や新興国

の無線通信政策の下支えをするとともに、WRC では当該国及びその国の属する地域グルー

プの代表として発言することができる。一方で、こうしたグローバル企業は、加盟国や地域

グループとしての発言を活用したグローバルな標準化戦略活動を展開し、自らの企業戦略

を遂行している。こうしたグローバル企業は無線通信の標準化をリードする反面、その影響

力が強固であるため、グローバル企業を有しない加盟国や新興企業等にとって、新たな無線

システムの標準化やその自由な開発競争が阻害される恐れも懸念されている。 

 

６．２．技術検討の改善 

５．１節で述べたように、HAPS システムの新規参入では、共用相手となる固定衛星事業

者の強い反対を受けたが、その理由は、将来の衛星地球局の置局や運用に制約がかかるとい

う定性的な主張であった。また、近年、新規あるいは既存システムの技術仕様や装置の実力

レベルが不明のため、妥協点の見い出しや共用検討の収束に長時間を要すケースが出てい

                                                  
20 国際電気通信連合条約では、「連合の会議、総会及び会合の一般規則」の「投票権」に

おいて、「構成国によって正当に委任された代表団は、会議、総会又は他のすべての会合

において、一の票を投ずる権利を有する」とある。 
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る。一方で、直近の WRC-19 では、５．３節で述べた 5G の周波数需要や世界分配パッケ

ージのように、将来需要や実際の利用実態を踏まえた議論により合意に達しており、改善さ

れつつある。 

今後、より高い周波数帯域で衛星システムと地上システムの共用が進展すると見込まれ

る中で、新規システムや既存システムがその参照モデルにマージンを多く含めた状態で検

討を進めても、共用困難との結論が容易に導出されたり、デッドロックに陥る可能性がある。

各国の周波数利用の実態調査により実際に運用されている既存システムの特定を図るとと

もに、適切な需要予測に基づき新規システムの収容を図ることが課題となる。 

 この際、新たなシステムの導入促進を図ることは言うまでもないが、グローバル企業等の

新システムの導入ばかりが優先され、既存業務の保護が疎かになることがないよう注意を

払う必要がある。 

 

６．３．対立構造に共通的な課題と望ましい方向性 

今後、前述のようなデッドロックの回避とデッドロックに陥った場合のコンセンサス形

成のための機能強化が課題となる。この場合、例えば、議題コーディネーターを活用した更

なる情報交換・調整を促進することや、議長仲裁会合の権限強化などが対策として考えられ

る。これと同様に、第三地域や日中韓など隣接国同士の問題解決を促すには、合意が見込め

そうな候補帯域を予め設定するため、各国関係者との事前の政策調整を有効に活用するこ

とが考えられる。 

 知の探究等を目的とする科学業務や災害等に利用される衛星業務の継続性確保と、技術

革新の目覚ましい地上システムの新たな需要の収容との両立性確保の判断は、今後ますま

す見極めが難しくなっていくと想定される。こうしたケースに備え、経済的な価値だけでは

判断できない科学業務や衛星業務の評価の在り方や、既得権益に捉われない実態に即した

柔軟な共用の検討促進が期待される。 

欧米主要国や新興国のグローバル企業が国際標準化を優位に進める中で、衛星システム

と地上システム間の対立構造は鮮明になりつつある。各国が国内問題として独自の技術基

準で地上システムの周波数オークション等を先行実施することは、かえって WRC での妥

結を複雑化・困難化させるリスクとなる。無線システムのグローバルな展開を狙う企業等を

有す加盟国は、WRC に参画するステークホルダーとの国際的な協調作業が必要となること

念頭においた節度ある国内対応が望まれる。 

 
７．まとめ 
本稿では、RR の改訂を巡る国際的な対立構造を分析した。このような対立が近年顕在化

してきた背景には、移動通信システムの急速な普及や広帯域化がある。追加帯域や高い帯域

確保が必要となることで、その帯域で運用中の既存の衛星システムとの共用が生じる。しか

し、高い帯域での新たな共用検討は、適切な保護基準や参照モデルが整備されていないこと

が多くなり、短期間での適正な共用検討は難しくなっている。また、欧米主要国や韓国、中

国の製造業者により 5G 基地局等の無線装置のブラックボックス化が進み、開発中の実機デ

ータの入手も容易でなくなり、共用検討は難航する。 

 このような状況にあって、国際的な対立が深まるリスクとして、既存システム側が過剰な
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保護を求め、新規参入側が既存システム保護への適切な配慮を怠る場合がある。また、干渉

発生リスクの高い近接国間の調整では、政策の相違等により調整不能に陥る場合がある。こ

うした事態を回避する方策としては、合意が見込めそうな候補帯域を設定すること、そのた

め、隣接国等の周波数利用状況を調査し、十分な余裕をもって周波数選定や共用検討を進め

て調整を図ることなどがある。最近強まる地域グループ間の対立については、地域グループ

が一旦決定した共同提案は容易な変更が難しくなることを踏まえると、重要議題について

は議題コーディネーターのポストを獲得し、WRC の会議開催前の早い段階から反対の立場

の地域グループの情報収集及び調整に努めることが考えられる。 

また、本稿では、国際規律の合意に当たっての考え方の変遷についても考察し、従来の慣

習によるコンセンサス方式から地域グループによるコンセンサス方式への進化、将来需要

や利用実態を踏まえた技術検討への改善状況について明らかにした。 
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